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○名取市職員提案制度要綱  

平成２０年１０月２０日  

名取市告示第１１９号  

（目的）  

第１条  この要綱は、職員からの事務改善及び市政に関する提案（以下「職

員提案」という。）に関し必要な事項を定めることにより、職員の市政運営

への参加意欲及び施策立案能力の向上を図り、もって市政運営の効率化及び

市民福祉の向上に寄与することを目的とする。  

（職員提案の要件）  

第２条  職員提案は、建設的かつ具体的なものであって、次の各号のいずれ

かに該当するものでなければならない。  

(１ ) 事務事業の能率向上に関するもの  

(２ ) 経費の節減又は収入の増加に関するもの  

(３ ) 組織の活性化に関するもの  

(４ ) 市民サービスの向上に関するもの  

(５ ) 住民福祉に関するもの  

(６ ) まちづくりに関するもの  

(７ ) その他行政施策及び新規の事業で公益的なもの  

（提案者の資格）  

第３条  職員は、すべて職員提案を提案する資格を有し、単独又は共同で提

案することができる。  

（職員提案の時期）  

第４条  職員提案は、随時行うことができる。  

２  市長は、必要と認めるときは、特に期間を定めて職員提案を募集するこ

とができる。  

（職員提案の提出方法）  

第５条  提案しようとする者は、職員提案書を市長に提出しなければならな

い。  

（職員提案の審査等）  
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第６条  市長は、前条の規定による職員提案の提出があった場合は、名取市

職員提案審査委員会に諮るものとする。  

２  名取市職員提案審査委員会は、提出のあった職員提案について審査し、

その結果を市長に報告するものとする。  

（採否の決定等）  

第７条  市長は、前条第２項の報告に基づき、職員提案の採否を決定し、そ

の旨を提案した者に通知する。  

（委員会の設置）  

第８条  職員から提出された職員提案を審査するため、名取市職員提案審査

委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

２  委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。  

３  委員長は市長の職にある者を、副委員長は副市長の職にある者をもって

充てる。  

４  委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。  

５  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

６  副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。  

（平２３告示３・一部改正）  

（会議）  

第９条  委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。  

２  委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求

めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができ

る。  

（職員提案に関する権利）  

第１０条  提出された職員提案に関するすべての権利は、市に帰属するもの

とする。  

（褒賞）  

第１１条  市長は、職員提案について褒賞することができる。なお、褒賞の
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基準については、別に定める。  

（平２６告示７５・一部改正）  

（職員提案の実施）  

第１２条  市長は、採用の決定をした職員提案について、職員に周知すると

ともに、職員提案に関係のある課長等に対し、必要な通知を行うものとする。 

２  前項の通知を受けた課長等は、その実施に関し市長に報告しなければな

らない。  

（採用した職員提案の公表）  

第１３条  市長は、採用した職員提案を広く公表することができる。  

（庶務）  

第１４条  委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。  

（令２告示５２・一部改正）  

（委任）  

第１５条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附  則  

この告示は、告示の日から施行する。  

附  則（平成２３年１月５日告示第３号）  

この告示は、告示の日から施行する。  

附  則（平成２３年１０月２８日告示第６９号）  

この告示は、平成２３年１１月１日から施行する。  

附  則（平成２６年９月２６日告示第７５号）  

この告示は、告示の日から施行する。  

附  則（令和２年３月３１日告示第５２号）  

この告示は、令和２年４月１日から施行する。  

別表（第８条関係）  

（平２３告示３・平２３告示６９・令２告示５２・一部改正）  

総務部長  企画部長  健康福祉部長  生活経済部長  建設部長  教育部長  

総務課長  財政課長  

 


